
東部丘陵地奈島地区地区計画 
（令和 ３年 ６月２１日城陽市告示第６６号） 

名    称 東部丘陵地奈島地区地区計画 

位    置 城陽市奈島池ノ首及び奈島坊ケ谷 

面    積 約１．０ｈａ 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の 

目標 

当地区は、本市東部丘陵地青谷地区の北側に位置し、東側には宇治田原町道郷之

口末山線、南側には国道３０７号に近接する地区である。また、周辺を工業・流通

地域及び新名神高速道路宇治田原インターチェンジ（仮称）に近接していることか

ら、物流機能の集積として一体の土地利用が見込める地区である。 

また、城陽市東部丘陵地整備計画（見直し版）において、広域での物の流れを生

み出す流通機能を主体とした産業の集積を目指す「工業・流通ゾーン」に位置付け

ている。 

本計画では、これらの立地条件を活かし、建築物等の制限を定め、周辺環境との

整合を図りながら、工業・流通の効率化及び付加価値創出を促進することにより、

良好な流通環境の形成、かつ維持することを目標とする。 

土地利用の 

方針 

新名神高速道路宇治田原インターチェンジ（仮称）の近接地に位置する地理的優

位性を活かし、周辺の工業・流通地域と調和した物流拠点として土地利用を図る。 

地区施設の 

整備方針 

 

建築物等の 

整備方針 

良好な地区環境を形成するため、建築物等の用途制限、建築物の敷地面積の最低

限度、建築物の高さの最高限度、壁面の位置制限、かき又はさくの構造の制限につ

いて必要な基準を設ける。 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

建築物等の 

用途の制限 

 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

(1) 日用品の販売を主たる目的とする店舗、食堂又は喫茶店若しくは寮で、当地区

内で就業する者等のために設置し、かつその用途に供する部分の合計が５００

㎡以下のもの 

(2) 給油所等 

(3) 事務所 

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条の

４第１号又は第３号から第５号までに掲げる公益上必要な建築物（以下「公益

上必要な建築物」という。） 

(5) 当地区内で就業する者のための保育施設等 

(6) 自動車車庫 

(7) 倉庫 

(8) 工場 

    ただし、建築基準法別表第２（る）項第１号に掲げる建築物を除く。 

(9) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 

   ただし、建築基準法別表第２（る）項第２号に掲げる建築物を除く。 

(10)前各号に掲げる建築物に附属するもの 

建築物の 

敷地面積の 

最低限度 

建築物の敷地にあっては、５００㎡以上でなければならない。 

ただし、公益上必要な建築物の敷地として使用する場合はこの限りでない。 
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建築物の 

高さの 

最高限度 

４５ｍ 

壁面の 

位置の制限 

 建築物の外壁もしくは、これに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線まで

の距離は３．０ｍ以上とする。 

 ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。 

(1) 地盤面下に設けられる建築物又は建築物の部分 

(2) 公益上必要な建築物 

(3) 軒の高さが２．３ｍ以下の自動車車庫 

(4) 軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ床面積の合計が５㎡以下の倉庫等 

(5) 門、へい、かき又はさく 

かき又は 

さくの構造

の制限 

 建築物の敷地の周囲は、地盤面からの高さが１．５ｍ～２．０ｍの透視可能なさ

く等（地盤面からの高さ０．４ｍ以下のさく等の基礎石は、さく等の高さに含む。）

で囲むこととするが、美観と緑化に配慮し、生垣等により建築物の敷地の周りを囲

む場合は、この限りでない。 

建築物等 

の形態 

又は意匠 

の制限 

 建築物の外壁及び屋根等の色彩は、周辺環境と調和を図るものとする。 

 

 

 

 

 



東部丘陵地奈島地区地区計画

凡例

地区整備計画区域


